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長野県失語症者向け意思疎通支援事業 

 

派遣事業のご案内（利用者向け） 

 

１.利用登録の方法 

２.派遣依頼と利用の方法 

３.各種様式 

様式第 1 号、様式第 2 号は以下の手順でご利用ください。 

（１）インターネット検索エンジンで「長野県言語聴覚士会」と検索する。 

（２）長野県言語聴覚士会のサイトをクリックする。 

（３）トップページを下方にスクロールして、「失語症者向け意思疎通支援事業について 

詳しく見る→」をクリックする。 

（４）「失語症者向け意思疎通支援事業 ②意思疎通支援者派遣事業 支援者派遣を希望

される方はこちら！」をクリックし、資料をダウンロードしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県言語聴覚士会 

失語症者向け意思疎通支援事業実行委員会 

2025 年 11 月 1 日  
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１.利用者登録の方法 

 

派遣利用登録申請 

 

利用登録決定通知 

 

 

派遣利用登録の申請 

「利用者登録申請書（様式第 1 号：P5-6）」に必要事項を記入し、下記に提出して下さい。 

＊提出先 

（１）メールの場合 

ishisotsu-haken@slht-nagano.org 

 長野県言語聴覚士会 失語症者向け意思疎通支援事業実行委員会派遣事業担当者宛て 

メール表題：「派遣事業利用者登録申請書」 

 

（２）郵送の場合 

 〒383-0814 長野県長野市西鶴賀町 1570 

 長野中央病院リハビリテーション科 長野県失語症者向け意思疎通支援事業事務局宛 

 

利用決定 

利用者登録申請書を受理後、登録手続きをすすめます。その際、確認のため事務局から連絡

を取らせていただく場合がございます。 

手続きが終了次第、長野県言語聴覚士会より記載されている連絡先に、「登録が完了し派遣

事業の利用が可能」な旨をお知らせします。 

利用 

登録者 

長野県 

言語聴覚士会 



p. 3 
 

２.派遣依頼・利用方法 

派遣依頼・利用の流れ 

 

 

 派遣依頼書の提出 

 

 事前情報収集 

 

 派遣決定通知書の発送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣依頼書提出 

派遣希望日のおおむね 14 日（2 週間）前までに、「失語症者向け意思疎通支援者派遣依頼

書（様式第 2 号：P7）」に必要事項を記入し、下記に提出してください。 

＊提出先 

（１）メールの場合 

ishisotsu-haken@slht-nagano.org 

 長野県言語聴覚士会 失語症者向け意思疎通支援事業実行委員会派遣事業担当者宛 

メール表題：「派遣依頼」 

 

（２）郵送の場合 

 〒383-0814 長野県長野市西鶴賀町 1570 

 長野中央病院リハビリテーション科 長野県失語症者向け意思疎通支援事業事務局宛 

 

事前情報収集 

失語症者向け意思疎通支援者派遣依頼書を受理後、内容を確認にして派遣の可否を判断しま

す。長野県言語聴覚士会の派遣事業コーディネーターから事前連絡が入りますので、打ち合

わせをお願いします。 

 

派遣決定通知 

派遣が決まり次第、長野県言語聴覚士会より「失語症者向け意思疎通支援者派遣決定通知書

派遣 

利用者 

長野県 

言語聴覚士会 

意思疎通 

支援者 

派遣

当日 
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（様式第 3 号：P8）」をメールまたは郵送で発送します。 

 

派遣利用当日 

待ち合わせ場所で意思疎通支援者と合流して、依頼した支援内容の意思疎通支援を受けます。 

なにかトラブルが生じた際は、支援者と一緒に行動してください。 

必要に応じてご家族や長野県言語聴覚士会、県と連絡をとります。 

 

派遣利用後 

派遣支援、事業についてのお問い合わせは以下までお願いします。 

ishisotsu-haken@slht-nagano.org 

 長野県言語聴覚士会 失語症者向け意思疎通支援事業実行委員会派遣事業担当者宛 

メール表題：「支援利用後の問い合わせ」 
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３.各種様式 
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連絡先 

メール：ishisotsu-haken@slht-nagano.org 

コーディネータ携帯：090-8129-1649 

mailto:ishisotsu-haken@slht-nagano.org

